
事業用定期借地権設定契約書の解説 

 

第１条（契約の目的）関係 

・事業用定期借地権であるためには、専ら事業の用（営利、収益事業に限らず、公共的、公

益的事業も含まれる）に供する建物の所有を目的としなければならない。したがって、借

主が本借地権上の建物で営もうとする事業の内容を、具体的に記載することとしている

（第１項）。 

・借地権は、法律的には地上権の場合と賃借権の場合とがあるが、賃借権によることが一般

的であるので、第２項でその旨を規定している。地上権の場合には、第２項の「賃借権」

を「地上権」に変更することになる。 

・事業用定期借地権には、借地借家法第２３条２項に基づき以下の規定は適用されないの

で、その旨を確認的に規定している（第３項）。 

   借地借家法３条（契約期間を３０年以上とする規定） 

      〃 ４～６条・８条・１８条（更新に係る規定） 

      〃 ７条（建物再築による期間延長の規定） 

      〃 １３条（建物買取請求権の規定） 

 

第２条（建物の建築等）関係 

・事業用定期借地権であるためには、専ら事業の用（営利、収益事業に限らず、公共的、公

益的事業も含まれる）に供する建物の所有を目的としなければならず、併用住宅のような

一部のみであっても居住の用に供される建物は、これに該当しない。したがって、建築さ

れる建物については専ら第１条に記載する事業に供することとし、一部でも住宅に供す

ることはできない旨規定している（２項）。 

 

第３条（契約期間）関係 

・事業用定期借地権の契約期間は、１０年以上３０年未満の範囲内で当事者間の合意により

決定する（借地借家法第２３条２項）。 

・事業用定期借地権は、契約期間の満了により終了し、更新はない（２項・３項）。民法６

１９条１項の更新の推定も働かないことを第４項で確認的に規定している。 

・当事者の合意により事業用定期借地権を継続しようとする場合には、あらためて契約（再

契約）をすることになるが、事業用定期借地権の場合、その存続期間は１０年～３０年と、

普通借地権や一般定期借地権と比較して短期であること、専ら事業の目的でなされるこ

とから、事業の継続性等の観点から、仮に再契約をしようとする場合の条件等をあらかじ

め定めておくケースも想定されることなどから、頭書（７）として再契約に関する事項の

欄を設け、再契約をしようとする場合の条件等を記載できるようにしている。ただし、実

質的に普通借地契約であると評価されないよう、再契約が当然になされるような取扱い



をしてはならないことに注意が必要である。 

 

第４条（賃料）関係 

・賃料の改定については、借地借家法における地代等増減請求権行使の要件と同じ事情があ

る場合に協議によって決定することとしている（第２項）。これは、一方的に賃料の増減

を請求するのではなく、まずは当事者間で協議をすることが当事者間の信頼関係を基礎

とする賃貸借契約上の基本的なルールと考えられることによる。ただし本条項があるか

らといって、借地借家法上の地代等増減請求権の行使そのものが否定されるものではな

い。 

・１か月に満たない月の賃料については、いずれの月でも１ヶ月を30日として日割りし、そ

の額に実日数をかけることとしている（第３項）。 

 

第５条（敷金）関係 

・民法６２２条の２第１項の敷金の定義に基づき、敷金は賃貸借契約上の借主の債務の担保

であることを規定している（第１項）。敷金で担保される借主の債務には、賃料、借主が

負担すべき原状回復費用、借主の債務不履行に伴う損害賠償債務などが想定される。 

・第２項では、民法６２２条の２第２項にしたがい、契約期間中に借主から自らの債務と敷

金とを相殺することを否定している。 

・第３項では、賃料増額に伴う敷金の補填を規定している。上記のとおり、敷金は賃貸借契

約上の借主の債務の担保であり、具体的には滞納賃料などが担保される。賃料が増額され

れば、従前の敷金額のままでは債務不履行が発生しやすい賃料に対する担保に不足が生

じることになるため、補填が必要となる。一方、敷金は明渡し時に返還されるものであり、

賃料以外の債務は変動がなく、従前の敷金額を維持することは担保として過剰とはいえ

ないと考えられることから、賃料が減額された場合の差額分の返還は規定していない。 

・敷金は債務の担保である以上、物件の明渡し時に、借主に返還されるべきであるが、原状

回復を確実なものとするため、返還時期を「建物滅失登記の後」としている（第３項）。

そして、借主に未履行債務があった場合には、貸主の意思表示を要することなく、その債

務の額を差し引くことができるとするのが判例の考え方であり（最高裁昭和48年２月２

日判決）、民法の規定であることから（第６２２条の２第１項）、本条でもその旨を規定

している（第４項）。また、敷金の返還額をめぐるトラブルの防止のため、敷金の返還に

際しては、債務の額の内訳を明示するものとしている（第５項）。 

・借地権設定契約と敷金契約の一体性を確保するため、借地権を譲渡した場合を除き、敷金

返還請求権の譲渡・担保権設定を禁止している（第６項）。 

・なお、退去時に敷金の一部を返還しないことをあらかじめ定める特約（敷引特約）は、建

物賃貸借につき、契約書に一義的かつ具体的な記載があり、金額が高額すぎないといった

要件を満たせば消費者契約法上無効ではないとした最高裁の判例がある（最高裁平成２



３年３月２４日判決、同年７月１２日判決）。この最高裁の判断は、改正民法のもとでも

有効と考えられていることから、消費者契約法が適用されない事業用定期借地契約では

なおさら、今後も敷引き特約をすることは可能である。しかし敷金の趣旨が民法上明確に

されたことから、特約をするに際しては、「敷金」から差し引かれる金額の趣旨や目的に

ついて整理をし、これまで以上に借主への十分な説明をすることに注意が必要である。 

   

第６条（反社会的勢力でないことの確約） 

・国土交通省が作成している賃貸住宅標準契約書の規定を参考に、契約当事者双方が、契

約時に自ら又は役員等が反社会的勢力ではないことなどを確約する旨規定している。本

条項に違反した場合、第１４条第２項に基づき無催告解除がなされることになる。 

・借地権の譲渡転貸は、民法上は貸主の承諾を得れば可能であり、本書式でも第１０条で

その旨規定しているが、反社会的勢力排除の徹底の観点から、貸主の承諾の有無にかか

わらず、反社会的勢力への譲渡転貸を絶対的に禁止している（第２項）。 

 

第７条（土地の適正な使用）関係 

・借主は、借地の使用につき善管注意義務を負っていることから、貸主及び近隣に対する同

義務の内容の一部を具体的に規定している。 

 

第８条（建物の賃貸）関係 

・事業用定期借地権では、借地上の建物を第三者に賃貸するケースが想定されるが、この場

合、事業用定期借地権の存続期間満了後も借地上の建物の賃貸借が継続するといった事

態が生じないようにするため、建物賃貸借をする際には定期建物賃貸借契約によること

とし、その契約内容（契約終了時期）や必要な手続きを規定している。 

 

第９条（建物の増改築・修繕）関係 

・事業用定期借地権では建物買取請求権が排除されるため、建物の増改築や修繕につき貸主

の承諾は不要である。ただし工事の規模・内容によっては近隣から土地所有者である貸主

に対し苦情等が寄せられる可能性もあることから、工事に先立ち通知を要するものとし

ている。 

 

第１０条（借地権の譲渡・転貸）関係 

・賃借権の譲渡転貸は、貸主の承諾が必要である（民法６１２条）。本書式は、建物所有目

的での「賃借権」を想定していることから、借地権の譲渡転貸に当たっては貸主の承諾を

要することとしている（第１項）。 

・譲渡転貸の承諾に当たって、相当な額の承諾料を定めることができる。あらかじめ契約時

に承諾料を定める場合には、第２３条の特約事項として定めることになる。 



・借主が借地上の建物を第三者に譲渡することに伴う借地権の譲渡転貸に関しては、借地借

家法は、当該第三者が借地権を取得し、又は転借をしても貸主に不利となるおそれがない

にもかかわらず貸主が承諾をしないときは、裁判所は、借主の申立てにより、貸主の承諾

に代わる許可を与えることができるとされている。また、裁判所は、当該許可を与える場

合において、貸主借主間の利益の衡平を図るときに必要があるときは、借地条件の変更や、

財産上の給付を命じること等ができることとされている（借地借家法１９条１項）。 

・賃借権が譲渡されても敷金関係は新借主には承継されない（民法は、適法な賃借権の譲渡

がなされたときは敷金を従前の借主に返還するものとしている（民法６２２条１項２号））

が、借地権と敷金関係との一体性を確保するため、本書式では、借地権が譲渡された場合

には敷金返還請求権をそのまま新借主に承継することとしている（第２項）。 

・なお、借地権が「地上権」である場合には、その譲渡転貸につき貸主の承諾は不要となる。 

 

第１１条（土地の譲渡）関係 

・土地が譲渡された場合、賃貸借関係における貸主の地位も移転し、あわせて敷金関係も新

貸主に承継されることから（民法６０５条の２第１項・第４項）、本書式でもその旨を確

認的に規定している（第２項） 

・第２項の「譲渡」は、売買等の任意の所有権移転の場合を想定し、抵当権の実行による所

有権の移転は含まれない。抵当権に対抗できない借地権（抵当権の設定登記よりも後に借

地権登記や土地上の建物の登記がなされたもの）については、抵当権が実行されて競落人

に所有権が移転した場合には、借地権は消滅し、敷金も競落人に引き継がれることはない

ことに注意が必要である。 

 

第１２条（承諾事項）関係 

・借地権は、契約であらかじめ定めた用途に供するための建物の所有を目的として設定され

るものであることから、建物の用途に変更が生じる場合は貸主の承諾を要することとし

ている（１号）。 

・借地に供されている土地は貸主が所有するものであり、当該土地の区画形質の変更は所有

権者の権限であることから、借主が土地の区画形質の変更をしようとする場合は貸主の

承諾事項としている（２号）。 

 

第１３条（通知事項）関係 

・借地権設定契約に関する当事者や義務の履行方法等に生じた変更で、相手方の権利義務に

は直接影響はしないが、相手方が将来の権利義務の行使等に支障が生じる可能性がある

ものを、相手方への通知事項として列挙している 

 

第１４条（契約の解除）関係 



・契約解除については、第１項で催告のうえ解除を、第２項では銀行取引停止処分等につき

無催告解除を、第３項・第４項では反社会的勢力排除規定違反につき無催告解除を、それ

ぞれ規定している。なお、第１項・第２項の解除に当たっては、信頼関係の破壊（「本契

約を継続することが困難であると認められるとき」）を要件とすることを明示している

（第３項、第４項については、各項で定められている解除事由に該当すればそのことのみ

をもって信頼関係が破壊されたと評価される）。 

・賃料滞納による解除については、賃料の支払いにつき翌月分前払い方式を採用しているケ

ースにおいて、口座への入金忘れその他の事情で遅延した場合については借主にも酌む

べき事情があると考えられるため、本書式ではさらに１ヶ月分を滞納した（単なる手続き

ミスとの抗弁ができない）時点である２ヶ月間の滞納でもって、催告の上契約解除できる

ものと規定している（第１項第１号）。ただし実際に解除をするに当たっては、当事者間

の信頼関係の破壊の有無も考慮されることに留意する必要がある。 

・事業用定期借地権では、専ら借主の事業のために設定されるものであり、事業に係る資金

繰りの悪化は賃貸借関係の存続基盤を直接揺るがすものであることから、他の借地契約

書式にはない銀行取引停止処分等についても無催告解除事由としている（第２項）。 

・なお、民法では、債務者が履行を拒絶する場合などでは、催告なく解除することができる

旨規定されていることから（民法５４２条）、第１項による解除の場合も、個別具体の事

情により上記民法の規定に該当すると評価される場合には、催告なく解除することは可

能である。 

 

第１５条（建物買取請求権）関係 

・事業用定期借地契約では、建物買取請求権の規定（借地借家法１３条）は適用されないの

で（同法２３条２項）、その旨を確認的に規定している。 

 

第１６条（土地の明渡・原状回復義務）関係 

・借主は、契約期間満了までに、自己の費用で建物や土地に附属させた物を収去し、土地を

返還することを確認的に規定している（第１項）。 

・借主は、上記土地の返還等が円滑に行われることを貸主に表明する観点から、期間満了の

一定期間前までに、土地の返還に必要な事項を、貸主に通知することとしている（２項）。 

・土地の返還が遅れた場合には、借主は、返還が完了するまでの間、遅延損害金として、賃

料の倍額に相当する金員を支払わなければならないものとしている（３項）。建物賃貸借

において、明渡遅延損害金を賃料の倍額相当とすることは消費者契約法には抵触しない

とした裁判例がある。 

 

第１７条（登記）関係 

・借地権につき法令上登記は義務付けられていないが、権利関係及び存続期間を第三者にも



明らかにする観点から、事業用定期借地権を設定し、または終了したときは、登記を要す

るものとしている。 

 

第１８条（遅延損害金）関係 

・本条項は、賃料滞納の場合の損害賠償の予定であり、当事者は、損害賠償額につきこの規定に

拘束される。本契約には消費者契約法が適用されないが、問題が生じる余地がない取扱いとし

て、消費者契約法上で定める上限の１４．６％（消費者契約法９条２号）を規定している。 

 

第１９条（契約費用等の負担）関係 

・事業用定期借地契約は、公正証書により契約をしなければならないので（借地借家法２３

条第３項）、当該費用等につき、民法５５８条・５５９条の規定に従い、貸主借主双方が

等しい割合で負担するものとしている。 

 

第２０条（連帯保証人）関係 

・借主の債務の担保として、連帯保証人を規定している。 

・判例は、賃貸借契約の更新があった場合でも、特段の事情が無い限り連帯保証契約の効力

が及ぶものとされていることから（最高裁平成９年１１月１３日判決）、普通借地契約が

更新された場合には連帯保証契約も継続するものとしている（第１項）。 

・民法では、個人の連帯保証人は根保証として極度額を限度として責任を負うことから（民

法４６５条の２）、本書式でも頭書（６）に極度額（連帯保証人が負担すべき債務額の上

限）を記載し、上記民法の規定に従った取扱とすることを規定している（第２項）。極度

額に関する基準はなく、貸主と連帯保証人との間の合意により決定することになる。なお、

極度額は定額であることが必要とされるため、「〇〇円」と具体的な金額を記載すること

が基本となる。賃料の〇ヵ月分と定める場合には、契約期間中に賃料が変動することがあ

りうることから、「賃料〇ヵ月分（〇〇円）」と金額も併記することが望ましい。 

・個人根保証契約では、一定の事由が生じた場合には元本が確定されることから（民法４６

５条の４）、元本確定事由を確認的に規定している（第３項）。 

・連帯保証人が死亡などした場合には、替わりの連帯保証人を立てることを義務付けている

（第４項・第５項） 

・民法では、保証人から請求があったときは主たる債務の履行状況に係る情報を提供しなけ

ればならないとされていることから（民法４５８条の２）、その旨を確認的に規定してい

る（第６項）。 

・事業に係る債務の保証契約では、主たる債務者（本書式では借主）は、個人の保証人に対

し、自己の財産の状況や他の債務の有無等を保証委託契約時に情報提供しなければなら

ず（民法４６５条の１０第１項）、当該情報提供がなかったり、事実と異なる情報の提供

がなされたことを債権者（本書式では貸主）が知り、又は知ることができたときは、個人



の保証人は保証契約を取り消すことができるとされている（民法４６５条の１０第２項）。 

 したがって本書式では、借主が連帯保証人に対し、保証委託の際に民法が定める情報を提

供したことを貸主に確約することにより、仮に情報提供が無かった場合等であっても、そ

のことを貸主が「知り、又は知ることができ」ないものとし、保証契約が取り消されない

ようにしている（第７項）。 

 

第２３条（再契約に関する事項及び特約事項）関係 

・契約終了時に返還を要しない一時金の授受を行う場合には、当事者間で明確な合意が存在

したことを明らかにするために、頭書（３）の欄に一時金の名称・額を明記し、あわせて

頭書（８）に特約条項としてその旨規定することになる。なおこのような一時金について

は、法令上に具体的な根拠規定を持たないことから、その趣旨(賃料の一部前払い等）や

取り決めの合理性を整理し、当事者に説明ができるようにしておくことが大切である。 

・特約締結について当事者が明確に合意したことを証拠として残すため、条項ごとに両当

事者が押印することも考えられる。 

 

 


